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■2019年4月から基準が
　変更される医師の面接指導とは

■確認しておきたい割増賃金率と
　就業規則への記載

■2018年10月より厳格化された
　協会けんぽの被扶養者認定

■来春より始まる年次有給休暇
　取得義務への対応

　働き方改革関連法が公布され、追って政令・省令・告示がされています。実際の運用をどのよ
うに整備するのか、従業員に周知するのか、早めの企業対応が求められます。

　掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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2019年4月より段階的に施行される改正労働基準法ですが、その中でも最初に対応しなけれ

ばならないのが、年次有給休暇の取得義務です。9月には、実務に影響する省令が公布、通達

も発出され、具体的に求められる対応が明らかになっています。

労働基準法情報

来春より始まる年次有給休暇
5日の取得義務への対応

1.会社が取得日を指定する
年次有給休暇
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2.取得日指定のポイント

3.作成が求められる
年次有給休暇管理簿

労働基準法では、原則として、入社日から

6ヶ月勤務した従業員に10日の年次有給休暇が

付与され、その後は、勤続年数に応じた日数

が付与されることになっています。この年次

有給休暇が10日以上付与される従業員に対し、

2019年4月からは、付与した日（基準日）から

1年以内に5日については、会社が取得する日

を指定して従業員に取得させることが求めら

れます。なお、従業員が自ら取得したものや

労使協定による計画的付与で取得したものは、

会社が指定する5日から除いて考えることがで

きます。

年次有給休暇は、従業員が取得する日を申

し出て、取得することが原則ですが、職場へ

の配慮やためらい等の理由から取得率が低調

であることを踏まえ、今回の制度が設けられ

ました。そのため、会社が自由に取得する日

を指定するのではなく、指定するときは、

まずは従業員に取得する日の意見を聴き、そ

の意見を尊重した上で取得日を指定すること

が求められています（努力義務）。通達では、

その方法として、従業員の意見を聴いた上で、

年次有給休暇取得計画表を作成し、この計画

表に基づいて実際に取得させること等が考え

られるとしています。

現状、労務管理を行う上で作成が求められ

る主な書類としては、労働者名簿、賃金台帳、

出勤簿があります。年次有給休暇の取得義務

化が始まることで、今後はこれらに加え、年

次有給休暇を取得した時季、日数および基準

日を従業員ごとに記載した「年次有給休暇管

理簿」を作成することが義務付けられます。

なお、この年次有給休暇管理簿は、労働者

名簿または賃金台帳とあわせて作成すること

も認められており、作成後は3年間の保存義務

があります。

既に年次有給休暇の取得率が高い会社にとっては、年5日の年次有給休暇の取得ができて

いない従業員に対し取得を勧めることで、取得義務の対応ができるかも知れませんが、取得

率の低い会社では計画的付与の導入も含め、より組織的な対応を進めることが必要になりま

す。

なお、全社員共通の基準日を設定しているなど、労働基準法の定めよりも前に年次有給休

暇を付与する制度を導入しているケースでは、導入している制度により、複雑な対応を求め

られることがあります。その場合には、労働基準監督署や当事務所までご相談ください。

株式会社しくみ作りプロデュース



労働安全衛生の側面からも、労働時間の把握の重要性が高まっているのですね。

R

【ワンポイントアドバイス】
1. 長時間労働者への医師の面接指導の対象となる基準時間が1ヶ月当たり100時間から80時間

に引き下げになり、対象となる従業員にこの時間に関する情報を通知しなければならない。

2. 1.の労働時間の把握は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録等、客観的な方法その

他適切な方法を用い、その記録を3年間保存することとなる。

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務
部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2019年4月から基準が
変更される医師の面接指導とは

oumu news
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働き方改革関連法の施行により、2019年4月から残業時間の上限規制が行われます
が、一部の従業員からは「残業代が減ってしまうので生活が厳しくなる」という声
が上がっています。

総務部長私もそのような声を聞きますが、同じ成果を短い時間であげるのであれば会社には
利益がもたらされる訳ですから、その生産性向上を評価し、給料や賞与の引き上げ
などを行うことが重要であると感じています。また、今回の残業時間の上限規制は、
過重労働に基づく労働者の健康障害を防止するための法規制であることから、労働
安全衛生法の改正も行われています。

社労士 労働安全衛生法ですか？

毎月1回以上、一定の期日を定めて行うことになっています。例えば賃金締切日（毎
月20日）を用いた場合、当月21日から翌月20日までの1ヶ月の時間外・休日労働時間
数を以下の式で計算し判断します。

なるほど。残業代を支払う際に用いる時間外・休日労働時間数の合計ではなく、独自
の計算をするのですね。

はい。2019年4月より長時間労働者への医師の面接指導の対象が変わります。現行で
は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり100時
間を超え、本人が申し出た場合が面接指導の対象となっていますが、この1ヶ月当た
りの時間数が80時間に引き下げとなります。

なるほど。80時間を超えた場合が対象となるのですね。ちなみに、この時間数はど
のように計算するのでしょうか？

はい。上記の計算式で1ヶ月の時間外・休日労働時間数を計算し、この時間数が100
時間（2019年4月からは80時間）を超えている従業員が対象となります。なお、2019
年4月からは、この超えた時間に関する情報を対象となる従業員に通知することに
なっています。

これまでは対象者がほとんど出ないこともあり、対象者への働きかけは行っていませ
んでしたが、今後は通知する仕組みを作っておく必要がありますね。

また、この時間の把握は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録等、客観的な
方法その他適切な方法で行い、その労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存する
ことになっています。

1ヶ月の時間外・休日労働時間数＝

1ヶ月の総労働時間数－（計算期間1ヶ月間の総暦日数／7）×40
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労働基準法情報

確認しておきたい割増賃金率と
就業規則への記載

1.確認しておきたい割増賃金率

oumu newsR

2.割増賃金率の就業規則への記載

News letter November 2018 issue

2010年の労働基準法改正により、1ヶ月の時間外労働が60時間を超える場合の割増賃金率が

50％に引き上げられていますが、これまで中小企業において猶予されていたこの措置が、いよ

いよ2023年4月より適用されることとなりました。そこで、今回は、割増賃金率をまとめると

共に、賃金規程への記載の必要性についてとり上げます。

支払いが義務付けられている割増賃金は大

きく分けて3種類（時間外労働、法定休日労

働、深夜労働）ありますが、これらの割増賃

金率をまとめると、下表のようになります。

割増賃金率で計算した賃金の支払義務が生

じるのは、あくまでも法定労働時間を超える

労働や法定休日に対する労働となるため、所

定労働時間が法定労働時間よりも短くなって

いる場合、その所定労働時間から法定労働時

間までの割増賃金を支払う必要はありません。

例えば、1日の所定労働時間が6時間のパー

トタイマーが1日8時間働いた場合、6時間を

超え8時間までの時間外労働については割増

の必要はなく、時給相当額の支払いで足りる

ことになります。

時間外・休日労働協定（36協定）に特別条

項を設ける場合、限度時間を超える時間外労

働に係る割増賃金率を1ヶ月、1年のそれぞれ

について定める必要があります。そして、こ

れらの割増賃金率については、就業規則に定

める必要のある事項「賃金の決定、計算及び

支払いの方法」に該当することから、就業規

則（賃金規程等を含む）に定めておく必要が

あります。2019年4月（中小企業は2020年4

月）より、残業時間の上限規制が始まること

に伴い、この取扱いが労働基準法施行規則に

定められ、企業規模に関わらず2019年4月よ

り適用となります。そのため、特別条項を定

める事業所では、就業規則における割増賃金

率の記載の有無を確認し、記載がない場合は

整備を行いましょう。

種類 支払う条件 割増賃⾦率

法定労働時間を超えて時間外労働をさせた
場合

25％以上

時間外労働が限度時間（1ヶ⽉45時間、
1年360時間等）を超えて労働させた場合

25％以上
※1

時間外労働が1ヶ⽉60時間を超えて労働さ
せた場合※2

50％以上

法定休日
労働

1週1日あるいは4週4日の法定休日に休日
労働させた場合

35％以上

深夜労働 午後10時から午前5時までの深夜の時間
帯に労働させた場合

25％以上

※1  25％を超える率とするよう努めることとされています。
※2　中⼩企業については、2023年4⽉より適⽤となります。

表　割増賃⾦率のまとめ

時間外
労働

深夜労働に対する割増については、その時間が所定労働時間内であっても深夜に労働した

場合、割増賃金の支払いが必要です。また、時間外労働の時間が深夜になっていれば、時間

外労働の割増賃金率と、深夜労働の割増賃金率を加えた率での支払いが必要になります。
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 添付書類 目的 添付の省略ができる場合 

1 

次のいずれか 
・⼾籍謄本または⼾籍抄本 
・住⺠票の写し※1 
（提出日から 90 日以内に発⾏さ
れたもの） 

続柄の 
確認 

次のいずれにも該当するとき 
・被保険者と扶養認定を受ける人双方のマイナンバーが

届書に記載されていること 
・左記書類により、扶養認定を受ける人の続柄が届書の記

載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載
していること 

2 
年間収⼊が「130 万円（一定の場
合は 180 万円）未満」であること
を確認できる課税証明書等の書
類 

収⼊の 
確認 

・扶養認定を受ける人が、所得税法上の控除対象の配偶者
または扶養家族であることを確認した旨を、事業主が届
書に記載しているとき※２ 

・16 歳未満のとき 

3 
仕送りの事実と仕送額が確認できる書類 
・振込の場合…預⾦通帳等の写し 
・送⾦の場合…現⾦書留の控え（写し） 

・16 歳未満のとき 
・16 歳以上の学生のとき 

 

社会保険情報

oumu newsR

健康保険では、一定の要件を満たした被保険者の家族も被扶養者として保険給付を受けるこ

とができます。被扶養者となるためには、協会けんぽに「健康保険被扶養者（異動）届」（以

下、「異動届」という）を届け出ることになりますが、2018年10月1日から、被扶養者の認定

事務が変更となり、異動届に添付する書類が変わりました。

2018年10月より厳格化された
協会けんぽの被扶養者認定

1.被扶養者の範囲

従業員が入社するときには、家族のものも含めマイナンバーの回収を行い、住民票の写し

を提出書類として求めている会社は多くあるかと思います。また、健康保険の被扶養者は、

所得税法上の控除対象の配偶者または扶養家族となっていることが多く、添付書類が必要な

対象者は限られると考えますが、確実に確認をするようにしましょう。

2.変更となる被扶養者認定

News letter November 2018 issue

健康保険の被扶養者となることのできる家

族は、以下のとおりとなっています。

①被保険者の直系尊属、配偶者（内縁関係を

含む）、子、孫、弟妹、兄姉で、主として

被保険者に生計を維持されている人

②被保険者と同居し、主として被保険者の収

入により生計を維持されている次の人

a.①を除く被保険者の三親等以内の家族

b.被保険者と内縁関係の配偶者の父母お

よび子

c.b.の配偶者が亡くなった後における父

母および子

なお、後期高齢者医療制度の被保険者等で

ある人は、これらに該当しても被扶養者にな

ることはできません。

今回は、日本国内に住む家族を被扶養者と

して認定する際に、身分関係と生計維持関係

の確認について、これまで行われていた申立

てのみによる認定ではなく、証明書類に基づ

く認定が行われることになりました。具体的

には、届出に際して下表に示す書類の添付が

必要になります。ただし、下表にもあるよう

に一定の要件を満たした場合には、書類の添

付を省略することができます。

※１ 被保険者と扶養認定を受ける人が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る。
※２ 遺族年⾦、失業給付等の非課税対象の収⼊がある場合は、受取⾦額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要。
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企業を取り巻くリスクへの備え

2018年は大規模な自然災害が多い年になりました。企業を取り巻くさまざまなリスクへの備え

の重要性を感じられた方も多いのではないでしょうか。ここでは、内閣府が今年4月に発表し

た調査結果※から、企業のリスクに対する備えについてみていきます。

6割以上がリスクを想定

K eiei information

地震を想定する企業が最も多い

※内閣府「平成29年度 企業の事業継続及び防災に関する実態調査」
今年2月から3月に、4,959社を対象に行われた調査です。有効回答数は1,985社、回収率は40.0％です。企業の分類など詳

細は次のURLのページから確認いただけます。http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/h30_bcp_report.pdf

News letter November 2018 issue

自社にとっての優先順位づけが重要

上記調査結果から、具体的にリスクを想定

して経営を行っている企業の割合は、回答企

業の68.7％となりました。なお、この割合は

企業規模が大きいほど高いという特徴があり

ます。では、企業はどのようなリスクを想定

しているのでしょうか。

次に、企業が想定しているリスクについて、

想定割合が高い順に10種類をまとめると、下

表のとおりです。全体の回答をみると、地震

が92.0％で最も高くなりました。次いで火

災・爆発が59.3％、新型インフルエンザ等の

感染症が49.3％となりました。

規模別にみると、大企業では上位6つのリ

スクまで、想定している割合が50％を超えて

います。一方、中堅企業とその他企業（いわ

ゆる中小企業等）では、上位2つまでが50％

を超えました。

こうしたリスクは地域や業種によって異な

ります。また、想定外のことが発生すること

もあり、すべてのリスクに備えることは、実

際には困難です。そのため、自社のリスクを

洗い出し、優先順位をつけて対策に取り組ん

でいくことが重要です。ここで紹介したリス

クなどを参考に、自社にとってのリスクを今

一度考えてみてはいかがでしょうか。

地震 92.0 地震 98.1 地震 92.6 地震 89.9

火災・爆発 59.3 新型インフルエンザ等の感
染症 69.1 火災・爆発 55.9 火災・爆発 58.6

新型インフルエンザ等の感
染症 49.3 火災・爆発 67.6 新型インフルエンザ等の感

染症 49.5 通信（インターネット・電
話）の途絶 44.7

通信（インターネット・電
話）の途絶 47.8 通信（インターネット・電

話）の途絶 61.2 通信（インターネット・電
話）の途絶 46.1 新型インフルエンザ等の感

染症 43.2

津波 42.3 インフラ（電⼒・⽔道等） 53.6 津波 38.4 津波 41.1
インフラ（電⼒・⽔道等） 37.8 津波 53.2 インフラ（電⼒・⽔道等） 31.7 インフラ（電⼒・⽔道等） 36.4

洪⽔（津波以外） 30.5 外部委託先のサーバー・データ
センター等情報システムの停止 43.5 洪⽔（津波以外） 30.0 取引先企業の倒産・事業

中断 28.0

取引先企業の倒産・事業 30.2 洪⽔（津波以外） 43.2 取引先企業の倒産・事業 27.1 洪⽔（津波以外） 27.0
外部委託先のサーバー・データ
センター等情報システムの停止 27.0 取引先企業の倒産・事業

中断 43.1 外部委託先のサーバー・データ
センター等情報システムの停止 25.0 外部委託先のサーバー・データ

センター等情報システムの停止 23.0

物流網の断絶による仕⼊
品の欠品 18.6 テロ・紛争（国内外） 34.2 物流網の断絶による仕⼊

品の欠品 18.4 物流網の断絶による仕⼊
品の欠品 14.6

内閣府「平成29年度 企業の事業継続及び防災に関する実態調査」より作成

企業が想定しているリスク上位10種類（％、複数回答）
全体 大企業 中堅企業 その他企業
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企業におけるIoTやAIの導入状況
国による中小企業の生産性向上のための取組が進められる中、生産性向上のためにIoT（モノ

のインターネット）やAI（人工知能）を導入する企業が出てきています。ここでは総務省の調

査結果※から、企業におけるIoTやAIの導入状況をみていきます。

T newsI

IoT導入割合は13.4％

※総務省「平成29年通信利用動向調査」
全国の常用雇用者数100人以上の企業を対象に約7,300企業を抽出して行われ、30年5月に発表された調査です。有効回収

率は43.0％です。ここでのIoTとは、様々なモノ（パソコン、スマートフォン、タブレット等の情報通信機器に加え、セン
サー全般、オフィス機器、家電、産業用機械、防犯・防災設備、車両など）がインターネットやLANなどのネットワークで
接続され、状況をデジタルデータ化し収集・蓄積することで、AI（人工知能）は、データ解析を通じて学習、推論、認識、
判断等を行うものをいいます。詳細は次のURLのページから確認いただけます。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05b2.html

導入済または検討中のサービス

News letter November 2018 issue

目的は明確に

上記調査結果から、調査対象企業の中で最

も規模の小さい100～299人規模の企業におけ

る、IoTやAIの導入状況をまとめると表1のと

おりです。

IoT・AIどちらも導入している割合は2.7％

で、IoTを導入している割合が13.4％、AIを

導入している割合が14.2％となりました。と

はいえ、どちらも導入意向はないとする割合

が最も高く、54.3％ありました。

IoTやAIを導入しているまたは検討してい

る企業における、導入しているまたは検討し

ているシステムやサービスは、表2のとおり

です。業種や目的によって、導入するシス

テム等が異なりますが、ネットワーク機器が

加わった機器（ネットワークカメラ等）や非

接触型ICカード（NFC等）とする割合が高く

なっています。

業務の自動化や省力化といった生産性向上

のために、今後もIoTやAIを導入する企業は

増えることが予想されます。その投資を無駄

にしないためにも、目的と求める成果を明確

にして導入することが重要です。

IoT・AIどちらも導⼊している 2.7
IoTを導⼊している・AIの導⼊を検討している 2.8
IoTを導⼊している・AIの導⼊意向はない 7.9
IoTの導⼊を検討している・AIを導⼊している 1.1
IoT・AIどちらも導⼊を検討している 13.3
IoTの導⼊を検討している・AIの導⼊意向はない 3.5
IoTの導⼊意向はない・AIを導⼊している 10.4
IoTの導⼊意向はない・AIの導⼊を検討している 1.8
IoT・AIどちらも導⼊意向はない 54.3

【表1】IoT・AIの導⼊状況（％）

総務省「平成29年通信利⽤動向調査」より作成

ネットワーク機器が加わった機器（ネットワークカメラ等） 22.4
非接触型ICカード（NFC等） 16.4
GPS・携帯電話などの位置確認機能の利⽤ 15.8
⼩型無人機（ドローン） 15.8
物理セキュリティ機器 14.9
監視カメラ 14.9
スマートメーター・エネルギーマネジメントシステム 12.9
産業⽤ロボット（AI制御、無人化、故障自動検知含む） 12.9
電子タグ（RFIDタグ） 12.7
ウェアラブル端末による管理 9.4
画像認証による制御 8.3
自動⾞向けセルラーモジュール 8.3
スマート照明機器 3.5
ヘルスケア機器 0.3
その他 9.4

総務省「平成29年通信利⽤動向調査」より作成

【表2】導⼊しているまたは検討しているシステムやサービス
（複数回答、％）
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年末の行事や年初の備品発注などの準備に追われます。スケジュールの確認を徹底し、もれ
のないようにしましょう。

１．年末調整の準備

２．年末賞与の支払準備

３．所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）

４．翌年のカレンダーの作製

５．忘年会の準備

６．防火対策

お仕事備忘録
2018年11月

１．年末調整の準備

年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。
対象者へ確認する事項、提出してもらう書類も多くあります。特に今年は、従来のマル保の書式から配偶者

特別控除項目が抜け、新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」が登場したため、記入に戸惑う方が増える
ことが予想されます。申告書の提出忘れや証明書の添付もれなどがないように、回収期限を早めに設け、確認
しましょう。

２．年末賞与の支払準備

年末賞与を支給する企業では、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を
整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。

３．所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）

11月は、所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税第2期分の納付月です。もし、その年の申告納税見積額
が予定納税基準額（注）に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額にかかる承認を申請することが
できます。11月1日～15日までに提出できる減額申請は、予定納税のうち第2期分のみです。
（注）予定納税基準額は、税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。

４．翌年のカレンダーの作製

年が明けたら配布できるように、会社の年度カレンダーの準備を開始しましょう。
取引先へカレンダーを配布している場合には、年末の挨拶に間に合うように準備しましょう。

５．忘年会の準備

年末行事の大きなものに忘年会があります。
全社行事として執り行う場合は、総務が中心となって企画運営していくこととなります。

□場所の確保
□来賓の確認
□乾杯の音頭、挨拶等の依頼
□余興の準備
□出席者数の確認

など、段取りよくすすめましょう。

６．防火対策

秋の火災予防運動の時期です。いざというときに慌てないように、避難訓練や非常時の対応方法について周
知しておきましょう。

・消防設備の点検 ・・・ ・・・ 消火器、非常口、非常階段、避難経路など
・非常時の対応方法見直し ・・・ 連絡方法、避難対策など

冬にかけて火を取り扱う機会が増えてきます。火の後始末の方法などを確認しましょう。
また不用意に、燃えやすいもの等を屋外に放置しないようにしましょう。

株式会社しくみ作りプロデュース



2018.11

お仕事
カレンダー

今月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。

段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるように

しましょう。

日 曜日 六曜 項 目

1 木 友引

●過重労働解消キャンペーン（～30日まで）
●労働保険適用促進月間（～30日まで）
●テレワーク月間（～30日まで）

2 金 先負

3 土 仏滅文化の日

4 日 大安

5 月 赤口

6 火 先勝

7 水 友引立冬

8 木 仏滅

9 金 大安
●秋季全国火災予防運動（～15日まで）

10 土 赤口

11 日 先勝

12 月 友引
●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付（10月分）
●一括有期事業開始届（建設業）届出

13 火 先負

14 水 仏滅
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払（第2期分※口座振替を利用する場合）

15 木 大安
●所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）提出期限

16 金 赤口

17 土 先勝

18 日 友引

19 月 先負

20 火 仏滅

21 水 大安

22 木 赤口小雪

23 金 先勝勤労感謝の日

24 土 友引

25 日 先負

26 月 仏滅

27 火 大安

28 水 赤口

29 木 先勝

30 金 友引

●健康保険・厚生年金保険料の支払（10月分）
●所得税の予定納税額の納付期限（第2期分）
●個人の事業税納付（第2期分）
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